
特別支援教育をめぐる最近の動向 等（H30～） 

 

１ 特別支援学校の環境整備  

○「長野県特別支援学校整備基本方針」の策定（R3.3）                            p1参照  

  学校の老朽化・狭隘化や、個のニーズに応じた学習の充実が求められる中、本県のこれからの 

学びの充実とこれを支える環境整備の基本的な考え方をまとめたもの 
 

○ 国の「特別支援学校設置基準」（文科省令）の制定（R3.9）            p3参照 

  全国的に特別支援学校の教室不足等が課題となる中、特別支援学校を設置する際の最低基準を 

定めるもの（＊本県：県立 18 校中９校で、校舎面積が最低基準に満たない状況） 
 

○「若槻養護学校整備基本方針」、「松本養護学校整備基本方針」の策定（R4.3）    p５参照 

  特に老朽化が著しい２校の改築等に係る基本方針（現在、両校の整備にあたり学習空間の 

有効活用や環境に配慮する「ZEB・デザイン基本計画」策定に向け取組中） 
 

○ 「長野県スクールデザイン２０２０」の策定（R2.8）              p13参照 

  学校を構成する空間（学習・生活・執務・共創）機能を高め、インクルーシブデザインの視点 

  や地域との共生等も大切に、ハード・ソフト両方の改革を行う県立学校建替時に活用するもの 
 

２ 適切な学びの場関係  

○ 高等学校における通級による指導 ・・・学校教育法施行規則の改正（H28）等で制度化（H30.4～） 

   本県では、Ｈ30 年度に２校（箕輪進修・東御清翔）、Ｒ２年度に１校（松本筑摩）設置 
 

○ 「適切な学びの場ガイドライン」の作成（R2年度） 

  小中学校の適切な学びの場を検討するための具体的な手順や、学びの場の見直しのポイントを 

事例を含め解説したもの。令和２年度に公立小・中・特別支援学校の全教員に配布。 
 

○ 「特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について」文科省通知（R4.4）  p15参照 

 文部科学省が令和３年度に一部自治体を対象に実施した調査を踏まえ、特別支援学級又は通級に

よる指導のいずれにおいて教育を行うべきかの判断について等の考え方をより明確化した上で周

知することを目的とした通知 
 

３ コロナ禍における新たな学びのスタイル  

○ 「新型コロナウイルス感染症対策に関わる県立学校運営ガイドライン」の策定（当初 R2.11） 

 コロナ禍における学校運営（感染症対策、学校行事の実施方法、工夫した学びの保障等）について 

整理したガイドライン。（文科省の衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」も参照）  

特別支援学校では、基礎疾患等で重症化リスクがある児童生徒がいるため、学校ごとに警戒レベル 

等に応じた対策を実施。 
 

４ ＩＣＴ教育の推進  

○ 長野県ＩＣＴ教育推進センター（インクルーシブ部門）の設置（R3.4～）     p27参照 

  国のＧＩＧＡスクール構想等を踏まえ、有識者の助言を受けながら、児童生徒には１人 1 台の  

タブレット・各教室に電子黒板を配置し、個のニーズに応じたＩＣＴ教育を推進。 

令和４年度からは、特別支援学校にＩＣＴ推進担当の専任教員を計 23 名配置。 
 

５ 多様な教育的ニーズ・専門性（医ケア・発達障がい 等）  

○ 医療的ケア児支援法の施行（R3.9）と医療的ケア児等支援センターの設置     p29参照 

  医療的ケア児の健やかな成長と家族の離職防止等のため、学校では看護師等を配置し、家族の 

付き添いなく医療的ケア児を受け入れる態勢を整えることとされる。また、各都道府県に設置する 

「医療的ケア児支援センター」では、相談・情報提供・助言等の支援を実施。 
 



○ 本県独自の発達障がい診療人材育成事業の実施（H30～）            p33参照 

  全県で格差なく発達障がいの診療を受けられるよう、信州大学に委託して発達障がい専門医・診療 

医を養成 
 

○ 長野県障がい者芸術文化活動支援センターの設置（R4.6）            p37参照 

  障がい者の多様な芸術文化活動を通じた交流等を支援し、自立と社会参加を推進することを目的に

県社会福祉事業団に委託して設置。（相談窓口設置・支援人材育成・ネットワーク構築・発表機会創出等） 

 

６ 就労支援  

○ 「長野県特別支援学校技能検定」の実施（H30～拡充）               

  特別支援学校の生徒の働く力を高めるため、外部講師を企業から招き指導を受けるとともに、

清掃部門(H29～)・喫茶サービス部門（H30～）・食品加工部門（R1～）の検定を実施 
 

○ 障がい者の法定雇用率の引き上げ（R3.3）                    

  平成 30 年から精神障がい者も対象に加えられる。また民間企業の法定雇用率は、直近では 

令和３年３月から 2.3％ に引上げ（従来 2.2%） 
 

７ 共生社会に関する県条例  

○ 「障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例」の施行（R4.4）    p39参照 

  障がいの有無で分け隔てられず、人格と個性を尊重し合い、社会活動に参加する機会が確保され、 

共に支え合い・活かしあう社会の実現を目指す。学校教育では、児童生徒の発達段階・特性・本人の 

意思に応じて、学びの場や進路選択が適切に行え、十分な教育が受けられるよう施策を講じる。 

また、交流及び共同学習を促進する。 
 

８ 教員の働き方改革  

○ 「学校における働き方改革推進のための方策」策定（R3.2）           p41参照 

  H29「学校における働き方医改革推進のための基本方針」を踏まえ働き方改革実現のための具体的 

な方策をまとめる（①学校業務の協業化・分業化・外部化・システム化、②家庭・地域・関係機関・        

企業等との連携・協働、③ﾜｰｸｴﾝｹﾞｲｼﾞﾒﾝﾄとﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽの実現） 
 

９ その他   

○ 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（R3.1中央教育審議会）       p43参照 

  「Society5.0時代」、「予測困難な事態」を踏まえ、特別支援教育に関しては、特別支援教育へ

の理解・認識の高まり等で状況が変化、連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備を  

着実に推進することが必要とする。 
 

○ 文部科学省「障害者活躍推進プラン」（H31.4）                 p49参照 

  障がい者の活躍の場を拡大するため、学校教育・生涯学習・文化芸術等の分野で重点的に  

進める６つの政策プラン(例：通級指導のガイド作成、家庭・教育・福祉の連携、大学・企業等

連携した学びの場の充実) 
 

○ 「障害者差別解消法」の改正（R3.5制定）                   p51参照 

  合理的配慮の提供を民間事業者にも義務付けるもの 
 

○ 「バリアフリー法」の改正（R3.4施行）                    p53参照 

  バリアフリー基準適合義務の対象に、公立小中学校を追加。(2,000 ㎡以上の特定建築物の新築等) 

 

〇 第３回 これからの長野県教育を考える有識者懇談会（R4.7.4開催）資料    p55参照 

  次期長野県教育振興基本計画の基本理念・計画構成 



長野県特別支援学校整備基本方針 (概要版) 
長野県教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからの特別支援学校の学びのあり方と環境整備についての基本的な考え方 

 

(1) 教育環境の改善 

① 可能性が最大限伸びる学びを支える教育環境 

○児童生徒数に応じた必要な教室数の確保 

○多様な教育的ニーズに対応できる教室等の整備 等 

② 協働の学びを支える教育環境 

○フレキシブルな活用が可能な作業室の整備 

○小・中学校等や地域の方々と日常的な交流や共同 

学習等が可能な交流ゾーンの整備 等 

③ 安全・安心で快適な教育環境 

○多様な児童生徒等を包み込むユニバーサルデザイン化 

○クールダウンスペースや談話室等の整備 等 

(2) 施設整備の考え方 

① 長寿命化・改築の考え方 

○ファシリティマネジメント計画を踏まえた利活用 

② 整備の進め方 

○建築年数や学びの環境としての適性を考慮し、必 

要性の高い学校から順次整備 

○国の「特別支援学校設置基準」策定の動向を注視 

③ 施設整備の配慮点 

○ゼロカーボン化の推進 

○地域の公共施設等との連携や機能の分担 

 ○災害時の避難施設としての活用等の対応  

３ 学びの改革を支える環境整備 

(1) 特別支援教育の進め方 

本人・保護者の意向を最大限尊重した適切な学びの場で、個々のニーズに応じた教育の提供と 

インクルーシブな教育の推進 

(2) 特別支援学校で実現すべき学びの姿 

○ 児童生徒の可能性が最大限伸びる学び 

今日に満足し明日を楽しみに待つ学校生活、満足感と成就感、長所の伸長 等 

○ 共生社会の実現に向けた協働の学び 

  同じ地域の同世代の仲間との日常的な交流、地域や企業の方等との学び合い 等 

１ 基本理念 

２ 学びの改革 

(1) 特別支援学校における学びの充実 

① 可能性が最大限伸びる学び 

○時代や社会の変化に対応した教育課程の編成 

○ニーズに応じた効果的な個別・小集団学習の導入 

○ICT 機器や Wi-Fi 環境を活用した授業 等 

② 共生社会の実現に向けた協働の学び 

○副学籍制度を活用した交流学習等の推進 

○企業や福祉施設等と連携した進路支援 等 

③ 多様な教育的ニーズに対応する専門性の向上 

○勤務年数や希望分野に応じた研修体系の構築 

○各校に「専門性サポートチーム」を組織 等 

(2) 身近な地域での学びの充実 

① 小・中学校等における特別支援教育の充実 

○小・中学校の特別支援教育に関する対応力向上 

○特別支援学校のセンター的機能の強化 

② 分教室の設置推進 

○遠距離通学負担解消等のため地元の学校の空き教室 

を活用した小・中学部分教室の設置推進 等 

③ サテライト教室の設置推進 

○知的障がい特別支援学校への盲学校等のサテライト 

教室の設置推進 

④ 市町村立特別支援学校の設立推進 

 

４ 特別支援学校の配置 

(1) 知的障がい特別支援学校は各圏域に最低１校配置 

(2) 盲・ろう・肢体不自由・病弱の特別支援学校 

は、東北信と中南信に各１校配置  

５ その他 

(1) 校 名 「養護学校」は変更を視野に検討 

「盲・ろう学校」は変更の是非を含めて検討 

(2) 寄宿舎 「通学保障」「家庭支援」「社会的自立」を 

支えるための機能向上とあり方検討 



「特別支援学校設置基準」（R3.9.24文部科学省令第 45号）について 

特別支援教育課  

１ 趣 旨 

  ① 特別支援学校は学校教育法その他法令、本省令の定めるところにより設置するものとする。 

② 本省令の設置基準は、特別支援学校を設置するために必要な最低の基準 

③ 設置者は、特別支援学校の編制、施設及び設備等がこの設置基準より低下した状態とならな

いようにするとともに、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。 

２ 内 容 

 （１）学科（高等部） ①普通教育を主とする学科  ②専門教育を主とする学科  

 （２）１学級の幼児、児童又は生徒数 

    幼稚部   ５人（重複の場合は３人）以下 

    小・中学部 ６人（重複の場合は３人）以下 

    高等部   ８人（重複の場合は３人）以下 

    ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。 

 （３）学級編制 

特別の事情がある場合を除いて、同学年の児童又は生徒で、視覚障害者、聴覚障害者、知

的障害者、肢体不自由者又は病弱者の別ごとに編制。 

 （４）教諭等の数等 

   ア 副校長又は教頭 複数の部又は学科を置く場合は、相当数を置くものとする。 

   イ 教諭等（主幹教諭、指導教諭及び教諭） １学級当たり１人以上とする。 

   ウ 養護教諭等  相当数の養護をつかさどる教諭等を置くよう努めなければならない。 

   エ 実習助手   高等部を置く場合は必要に応じて相当数を置くものとする。 

   オ 事務職員   部の設置状況、児童生徒数等に応じ相当数を置かなければならない。 

   カ 寄宿舎指導員 寄宿する児童生徒数等に応じ、相当数を置かなければならない。 

 （５）施設及び設備 

    指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。 

   ア 校舎及び運動場の面積等 

     別表に定める面積以上とすることとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情

があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。 

     校舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けるものとする。ただし、地域

の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合はその他

の適当な位置にこれを設けることができる。 

＜別表の例＞（小中学部 最低基準） 重複障がい：２倍 

 

児童生徒 1～18 人（視覚 1,110 ㎡、聴覚 950、知的 1,070、肢体不自由 1,210、病弱 870） 

 19～108 人 1 人増の加算（視覚 24 ㎡、聴覚 24、知的 27、肢体不自由 30、病弱 24） 

 109 人以上 1 人増の加算（視覚 16 ㎡、聴覚 16、知的 17、肢体不自由 21、病弱 15） 

   イ 校舎に備えるべき施設（特別の事情があるときは、教室と自立活動室とは兼用可能） 

     ①教室（普通教室、特別教室等。幼稚部にあっては保育室及び遊戯室） 

     ②自立活動室 

     ③図書室（小学部、中学部又は高等部を置く特別支援学校に限る。）、保健室 

     ④職員室 

     ⑤必要に応じて、専門教育を施すための施設 

 



   ウ その他の施設  体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の

事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。 

   エ 校具及び教具  障害の種類及び程度、部及び学科の種類、学級数、幼児児童生徒数等

に応じ、指導上、保健衛生上、安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければな

らない。 

   オ 他の学校等の施設及び設備  特別の事情があり、かつ教育上及び安全上支障がない場

合は使用可能 

 

３ 施行期日等 

  令和４年４月１日施行。ただし、（２）（３）（４）（５）別表は令和５年４月１日施行。 

  （２）（３）（４）（５）別表の施行の際、現に存する特別支援学校の編制並びに施設及び設備に

ついては、当分の間、なお、従前の例によることができる。 



１ 

 

長野県若槻養護学校整備基本方針【概要版】 

１ 若槻養護学校の現状と課題等 

(1) 若槻養護学校の概要 

・病弱・身体虚弱（以下、病弱という）の児童生徒が対象 

・東長野病院に慢性疾患・重症心身障がいで入院している児童生徒の学びの場として開校（S46年） 

・医学の進歩に伴う慢性疾患等の入院生の減少（H13年度：12人） 

・H16 年度に高等部を新設、東長野病院に通院している児童生徒の受入れを開始したところ、   

精神疾患等の中・高等部生が増加し、近年は 50人弱で推移 

 表１ 各部の児童生徒数（令和３年５月１日現在） 

項目 

各部 

慢性疾患等 精神疾患等 重症心身障がい 
計 

通院 入院 通院 入院 通院 入院 

小 学 部 ４ － － － － － ４ 

中 学 部 － － 12 － － － 12 

高 等 部 － ２ 18 － － － 20 

のぞみ部 － － － － － ６ ６ 

計 ６ 30 ６ 42 

   ※のぞみ部：東長野病院の重症心身障がい児者病棟に入院する児童生徒 

(2) 若槻養護学校に今後期待される役割（東北信地域の病弱の特別支援学校） 

・病弱の児童生徒一人ひとりのニーズに応じた専門的で質の高い教育を提供 

   ・地域の小・中学校等の専門性の向上を図り、病気や発達障がいのある児童生徒が安心して身近な

地域で学べる環境づくり 

(3) 若槻養護学校の学びに係る現状と課題  

  ① 可能性が最大限伸びる学びに関して 

≪若槻養護学校の児童生徒の病気や障がいの状況≫ 

・慢性疾患等の児童生徒：病気により疲れやすいなどの傾向 ⇒ 設備面のバリアの解消 

・精神疾患等の児童生徒：大集団への参加が困難 ⇒ クールダウンするためのスペース 

・重症心身障がいの児童生徒（のぞみ部）：人工呼吸器を使用し、ベッド上での学習が主 

≪小・中・高等部の学び≫ 

○ 教科等の学習 

・入院や治療、不登校等の理由による学習の空白や遅れ  

⇒ 小集団による習熟度別学習等の充実 

・理科室や技術室等が狭く、普通教室に実験道具等を持ち込んで学習。体育館なし 

  ⇒ 専用の設備の整った理科室、音楽室、体育館、図書館等での学習 

○ 自立活動の学習 

・自身の健康の維持・回復に必要な知識や対応スキル等を学ぶことが大切 

⇒ 病気や障がいに関する状態や本人の受け止めが一人ひとり異なるため、個別の配慮 

≪のぞみ部の児童生徒の学び≫ 

・病棟に出向いた教員による病室のベッド上で個別学習が主 

⇒ 外界認知や意思表出の力の伸長に繋がる学習の充実 
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② 共生社会の実現に向けた協働の学びに関して 

○ 進路学習（高等部） 

・体力的にも精神的にも困難さがあり。福祉就労がほとんどで、一般就労や進学はまれ 

⇒ 企業等の協力を得ながら生徒の興味関心、病気や障がいの状態に応じた作業種の開発 

○ 交流及び共同学習 

・居住地域の小・中学校に副次的な学籍を置く副学籍校交流は行事のみ参加 ⇒ 継続的な交流 

③ 病弱の児童生徒の教育的ニーズに対応する教員の専門性に関して 

  ・個々の心理状態に寄り添った支援 ⇒ 心理状態に応じた弾力的な指導や環境の調整の充実 

④ 身近な地域での学びの充実に関して 

  ・相談依頼のあった数校の学級担任に対して指導に関する助言等の間接支援 

⇒ 小・中学校等の発達障がいへの対応力向上のための若槻養護学校のセンター的機能の強化 

（4）若槻養護学校の環境整備に係る現状と課題 

・S46年度に軽量鉄骨造の校舎の建築、S51年度に鉄筋コンクリート造２階建て校舎を増築 

⇒ 築 50年を迎え、床の傾き、壁や屋根のひび割れなどが深刻な状況 

   ・長期入院の児童生徒が減少する一方、精神疾患等で通院する児童生徒が大幅に増加 

⇒ 校舎は、現在の児童生徒にとって教室が狭く、体育館や給食設備の未設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な教室、特別教室の状況                               ※ 県平均：県立特別支援学校の平均面積 

教室等 面積 (県平均) 〔㎡〕 室数 教室等 面積（県平均）〔㎡〕 室数 

小学部教室 26.0（40.2） ２ 理科室 29.0（52.9） １ 

中学部教室 26.0（40.2） ３ 図書室 29.0（32.8） １ 

高等部教室 47.6（40.2） ３ 家庭科室 44.0（53.2） １ 

音楽室 44.0（85.7） １ 木工室 29.0（107.5） １ 

美術室 67.7（70.0） １ 
マルティパーパスホール 

（体育で使用） 
210.0（521.0） １ 

（築 45年） 

（築 50年） 
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２ これからの若槻養護学校の学校づくりのコンセプトと実現に向けた取組 

  ※ 枠内は、コンセプト実現のための具体的な方向性 

コンセプト１ 可能性が最大限伸びる学び  

○ 慢性疾患や精神疾患、重症心身障がい等の児童生徒が安心して通えます。 

・情緒が不安定になった児童生徒がクールダウンできる個別スペース 

・小集団の中で安心して学べるよう、小・中学部は６人以下、高等部は８人以下の学級 

・ユニバーサルデザイン化の観点を踏まえた整備 

○ 病気や障がいと上手に付き合いながら学ぶ意欲や学力が伸びます。 

≪教科学習≫ 

個々の学力に応じた学習の充実 

・学習の空白や遅れに配慮した、習熟度別の小集団学習の充実 

多様な学び方の保障（ICT機器の活用） 

・友達に伝え学び合える電子黒板等の活用や ICT機器を活用したリモートでの授業 

≪自立活動≫ 

病気や障がいに関する自己理解の促進 

・自身の病状や発達の特性、薬の効能や服用等に係る学習、ストレスマネジメント教育等 

社会性やコミュニケーション力の伸長 

・社会性やコミュニケーション力を伸ばせる少人数での SST等の学習 

のぞみ部における学びの充実（ICT機器の活用） 

・最先端の ICT機器等を活用した的確な実態把握に基づく、個々の感覚機能を高める学習 

○ 必要な学習環境が整備された特別教室で、思考力、表現力、体力が高まります。 

・専用の設備の整った理科室、音楽室、体育館、図書館等で学習 

コンセプト２ 共生社会の実現に向けた協働の学び 

○ 病気が回復した際の円滑な復学を実現します。 

・保護者、前籍校、市町村教育委員会等の連携による復学支援 

○ 地域と共に学び、地域と繋がります。 

・居住地域の仲間との交流活動（副学籍制度の推進等） 

・上野地区の住民との交流（地域の文化祭、保育園や老人ホームでの実習や劇公演） 

○ それぞれの願いに応じた卒業後の自立と社会参加を実現します。 

自己肯定感の向上 

・作業学習で製品を対面販売、エクセル検定など様々な資格取得を目指した学習 

自己理解に基づいた進路選択 

・生徒自身の特性理解、リモートワーク等も含めた作業学習や現場実習等の充実 

コンセプト３ 病弱の教育的ニーズに対応する専門性の向上  

○ 専門性の高い教育が受けられます。 

・医師等と連携した事例検討や研修等の充実 

コンセプト４ 身近な地域での学びの充実  

○ 東北信地域の病弱や発達障がいのある児童生徒が、在籍校で適切な支援を受けながら学べます。 

・病弱の児童生徒の在籍校の教員に対して巡回相談支援を行い、在籍校の対応力を向上 
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３ 若槻養護学校の環境整備に関する基本的な考え方 

（1）設置場所について ～ 保護者の意向や以下のような点も踏まえ、現地を設置場所に ～ 

① 東長野病院との連携 

   ア 小児科医や発達障がい専門医と連携し、若槻養護学校で学ぶ入院生や通院生の学びを支援 

イ 東長野病院の発達障がい専門医からの助言により若槻養護学校の専門性の向上を図り、東北

信地域の病弱や発達障がいのある児童生徒への相談支援の充実 

② 地域との連携 

・近隣の保育園や老人ホームでの実習や劇公演 

   ・進路選択に向けた近隣の保育園や老人ホームでの実習 

③ 地域の公共施設等の活用 

 ・東長野病院の体育館や近隣の昭和の森公園グラウンドの活用 

   ・昭和の森公園遊歩道を利用（心身のリラックス） 

④ 用地等の状況 

    ・地盤は強固であり、水害の危険はなし 

 

（2） 施設設備の整備方法 

以下の理由から、抜本的な整備に向け、既存施設の活用ではなく全面改築を検討 

・主に軽量鉄骨造で建築された校舎は老朽化が著しく、床の傾き、壁や屋根のひび割れなどが深刻 

・長期入院の児童生徒が減少する一方、発達障がいを起因とする精神疾患等で通院する児童生徒が

大幅に増え、建築当時、長期入院生の学びの場として小さめに作られた校舎は、現在の児童生徒

にとって教室が狭く、給食設備が未設置 

 

(3) 国の特別支援学校設置基準との整合 

・国の特別支援学校設置基準を踏まえ、若槻養護学校の学びの改革の実現と、学びの改革を支える

環境整備を推進 
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長野県松本養護学校整備基本方針【概要版】 

 

１ 松本養護学校の整備に係る現状と課題等 

(1) 松本養護学校の概要 

・開校時(S47)64人の児童生徒数は年々増加し、S56年には想定していた 160人を上回る 

・H10年頃から教室不足が深刻となり、軽量鉄骨造の校舎を増設、職員室や特別教室を教室へ転用 

・H30年度からの中信地区特別支援学校再編整備計画により H29年度 292人から R3年度 203人 

(2) 松本養護学校に今後期待される役割（松本圏域南西部の知的障がい特別支援学校） 

・知的障がいのある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた専門的で質の高い教育を提供 

・地域の小・中学校等の専門性の向上を図り、知的障がいのある児童生徒が安心して身近な地域で 

 学べる環境づくり 

(3)  松本養護学校の学びに係る現状と課題 

 ① 可能性が最大限伸びる学びに関して 

≪小・中・高等部の学び≫ 
○ 生活単元学習 

・児童生徒の想いに寄り添った活動や支援、教材等の工夫 

⇒ 単元後半に向けて、児童生徒がさらに意欲的に取り組めるような授業づくり 

○ 作業学習 

   ・木工や農耕などの伝統的な作業学習により、多様な障がいのある生徒が自己の力を発揮 

⇒ 産業構造の変化や生徒の興味に応じた作業学習の工夫 

○  教科学習・自立活動 

  ・音楽と体育の授業は学級や学年等の集団で体育館や音楽室の他に廊下や普通教室等を活用 

・個別学習の時間に個々の教育的ニーズに応じて教室内を簡易なパーテーションで区切る 

  ⇒ 児童生徒が教科の楽しさや専門性に触れ集中して学習できる授業づくりが必要 

≪ひまわり部の学び≫ 

・医療的ケアの必要な子どもが６割を越えており、体調管理に配慮した日課や支援を実施 

    ⇒ 安全安心な教育環境のもと外界認知や意思表出の力などの伸長を育む学習の充実 

② 共生社会の実現に向けた協働の学びに関して 

  ≪交流及び共同学習・地域との連携≫ 

  ・隣接する今井小学校や地域の方等との交流を定期的に行っており、交流を楽しむ姿 

⇒ 地域とつながり、地域の方に主体的な姿を知っていただく日常的な交流の実施 

③ 多様な教育的ニーズに対応する専門性の向上に関して 

  ・障がいの多様化、重度・重複化への対応として、職員研修等を実施 

⇒ 専門性の高い教員の育成やチームとしてのサポート体制の強化による教員個々の専門性向上 

④ 身近な地域での学びの充実に関して 

  ・幼稚園、保育園・小学校・中学校・高等学校等から、障がいのある幼児児童生徒の理解・支援、

就学、進路に関する教育相談が多数 

⇒ 松本養護学校の相談体制の強化と幼保・小・中・高等学校において特別支援教育を推進する

人材の育成やすべての教職員の理解の浸透等に関わるサポートが必要 
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(4) 松本養護学校の環境整備に係る現状と課題 

 ・H15～18年度に校舎の一部について屋根や給排水設備の改修、壁の木質化などの大規模改修 

・老朽化による雨漏りや水道設備の不具合などが常態化 

・児童生徒数は現在も開校当時の想定と比べて 40 人以上多い状況であり、開校当時の広さのまま

の体育館や音楽室等は十分な学習スペースの確保が困難 

・障がいの多様化、重度・重複化が進む中、普通教室を改修した重度重複障がい教室や教室転用を

繰り返したことにより点在化してしまった作業室など、教育環境の整備が未整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この線より下 
以前は校庭 

②中学部棟の中に小学部教室 ⑦個別学習時ついたて用段ボール 
・廊下を段ボール置き場としている 
・個別学習時は教室内で活用 
（全校で個別学習用に段ボールのついたてを活用） 

⑤作業室 
・図工室を転用 

・小中学部は、 
教室で実施 

①小学部職員室（２教室） 
・小学部のみ職員室あるが、広さが足りず２か所に分散 

・中学部・高等部は職員室なし ②高等部棟の中に中学部教室 

⑥図書室 
・５～６人がやっと 
入れるスペース 

≪寄宿舎の老朽化の状況≫ 
・トイレの天井の配管から水漏れ（複数個所） 

 ・居室の窓に隙間があり、風や雪のふき込み 
 ・浴槽のタイルのはがれ、浴室の壁面のタイルのはがれ 
 ・給湯のボイラーの老朽化により、水道水に錆の混入等 

① 小学部のみ職員室あり。中学部・高等部は教室内に教員の執務机を置いており、教室が手狭 

② 小・中・高等部ごとにまとまった教室配置が困難で同じ部の教室が複数の棟に点在  

③ プレイルームが全校（小・中・高・重度重複部共用）で１つ 

  部や学年単位で長期間の集団学習を行う際、教材等を常設できず活動に制限が必要 

④ 体育館、音楽室が全校で１つしかない上に狭隘 

使用可能な日時や時間帯、人数に制限がある上、人の往来のある中央ホールを代用 

⑤ 小・中学部用の図工室を高等部の作業室に転用  

⑥ 図書室の一部を多目的トイレに転用   

複数の児童生徒が同時に閲覧できない 

⑦ 個別学習の時間は、教室内を簡易なパーテーション等を活用 

③プレイルーム 
・全校に一つ 

④体育館・音楽室 
・全校に一つ 

④中央ホール 
・体育館やプレイルーム

が一つしかないため、

人の往来がある中央ホ

ールで集会や運動を

実施 

R２年度配置図 
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２ これからの松本養護学校の学校づくりのコンセプトと実現に向けた取組 

   ※枠内はコンセプト実現のための具体的な方向性 

コンセプト１ 可能性が最大限伸びる学び  

○ 知的障がいや重度重複障がいのある児童生徒が安心して通えます。 

・１教室の人数を小・中学部は６人以下、高等部は８人以下の学級 

・情緒が不安定になった児童生徒が落ち着ける部屋でのクールダウン 

○ 友達と一緒に意欲的に学ぶ中で、表現力や創意工夫の力、社会性が伸びます。 

○ 教科の専門性や楽しさに触れながら知識や技能、思考力、判断力、表現力が伸長します。 

・専用の特別教室で個々の実態に合った専用の教材を使った授業 

○ ICT機器を活用した分かりやすく楽しい授業により、意欲が向上し学びが深まります。 

・１人１台端末や視線入力装置等の ICT機器を活用した学習 

○ 好きな図書教材を使った学習により、学ぶ喜びを味わい知的好奇心が向上します。 

・ゆったりと好きな本を読み、ボランティアによる読み聞かせや大型スクリーンで動画視聴 

○ 一人ひとりの特性に応じた個別学習を通して、障がいによる学習上又は生活上の困難を改善・克服

する力が延びます。 

・集中できる個別学習スペースで個別学習 

・自己の保有する感覚機能を高められるよう、揺れや光、音などの刺激に集中できる環境で学習 

○ 現代の生活様式に合った新しい寄宿舎で、生活スキルや社会性等の力を養います。 

・現代の生活様式に会った設備を整えるとともに、安全安心で家庭的な心地よい環境づくり 

コンセプト２ 共生社会の実現に向けた協働の学び  
○ 今井保育園や今井小学校、地域の方を身近に感じ共に学ぶ喜びを実感できます。 

・今井小との交流（休み時間など、遊具や水遊びコーナーでの遊び） 

・今井地区の住民との交流（地域交流スペースでの交流や作業製品販売会等） 

○ 副学籍校交流などにより、地元の友達との相互理解が深まり所属意識が高まります。 

・居住地の仲間との交流活動（音楽会等の行事参加、同時双方向型テレビ通話による日常的な交流等） 

○ 自分の得意を生かした作業学習に取り組み、自立と社会参加につながる力が育ちます。 

・地域の企業等と連携した生徒の興味関心や産業構造の変化に応じたサービス業等の作業種の導入 

○ 地域で働くことのやりがいや地域の方と学ぶことの楽しさを実感できます。 

・地元の農家の方と連携した農作物等の栽培や、切り干し大根、干し柿といった加工品の製造や販売 

・学校で学んだビルクリーニングの技術を生かした公民館の清掃等 

コンセプト３ 多様な教育的ニーズに対応する専門性の向上 

○ 専門性の高い教育が受けられます。 

・専門性サポートチームを組織し、以下のようなサポートを実施 

（計画的な研修、個別の指導計画の作成・評価・修正の助言、授業づくり・教材教具づくりの支援） 

・小・中学部専用のプレイルームや高等部専用の集会室でレクリエーションや行事に向けた授業 

・作業室を近くに配置し、お互いの製品や取組を認め合える授業 
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コンセプト４ 身近な地域での学びの充実 

○ 知的障がいのある児童生徒が身近な地域で専門的な教育を受けられます。 

地域のネットワーク構築 

・松本養護学校がキーステーションとなり、地域の教育、医療、福祉関係者の連携を推進 

 

３ 松本養護学校の環境整備に関する基本的な考え方 

(1) 設置場所について ～ 地域との連携による教育効果等を踏まえ、現地を設置場所に ～ 

① 地域の理解や意向 

・開校にあたっての今井地区の住民の方々の理解と協力（農地の提供等） 

・今後も交流の継続や拡充の意向あり 

② 地域との連携 

 ≪同世代の友や地域の方との相互理解≫ 

    ・今井保育園や今井小学校の子どもと休み時間などに遊具やビオトープで遊ぶ等の交流 

・地域の方をお呼びして地域交流スペースでカフェや作業製品の販売会 

≪地域の方と協働して活動する意欲の高まり≫ 

 ・地元の農家と協働で農作物等の栽培や販売等 

・ＪＡ今井の方を講師とした稲作り、ビルクリーニングの技術を活かした公民館の清掃等 

③ 地域の公共施設の活用 

・隣接する今井体育館や今井運動広場の借用により、整備費用の削減や校地の有効活用 

 

(2) 施設設備の整備方法 

・平成 15年度から 18年度にかけて一部校舎の内装や屋根、給排水設備の大規模改修を実施 

・既存校舎を最大限有効活用するとともに、これからの松本養護学校の学校づくりのコンセプト実

現に向け、必要な増築を含めた施設設備の整備を検討 

 

(3) 国の特別支援学校設置基準との整合 

・国の特別支援学校設置基準を踏まえ、松本養護学校の学びの改革の実現と、学びの改革を支える

環境整備を推進 

 



１　目的と経過
これからの学びにふさわしい学習空間について検討するとともに、効率的な施設の整備・維持管理⼿法について、建築、財政(官⺠連携)、環境、防災、教育等の専門家を招き、外部有識者により多角的に検討。

２　検討内容のまとめ

　　

検討委員会 委員 　赤松 佳珠子（委員長）：学校建築、 大竹 弘和：官民連携、 荻原 白：建築、 阪本 真由美：防災、 竹内 昌義：建築・環境、 茅野 英一：財政、 柳澤 要：建築・計画、 内堀 繁利：高校教育、 矢野口 仁／片桐 俊男：特別支援教育　　

県⽴学校学習空間デザイン検討委員会（最終報告のまとめ）

ロッカー

これまでの学校（代表的な県⽴学校）

テーマ︓変化の激しい予測困難な時代を⽣きていく、未来の⼦供たちのための「これからの学校づくり」 ⇦ 建築家等による県⽴学校全体のデザインや整備⽅法についての議論は、全国的に珍しい取組。
これからの学校（検討内容のイメージ）

⻑野県 教育政策課・高校教育課・特別支援教育課

１F ２F

◯空間デザイン （構成する４つの要素）

１ 学習空間
知識を蓄える学びから、能動的な活動により理解を深める「探究的な学び」の実現

課題発見・調べ学習、グループワーク、発表、様々な学習スタイルに対応する空間

２ 生活空間
リラックスし、生徒交流等を生む生活空間

居心地を良くし、快適な学校生活が過ごせる空間へ

３ 執務空間
教科毎研究室の分散配置から、教員全員が集う大職員室の設置へ

教員間の意見交換等を容易にし、生徒が相談しやすく自主的な学習を手助け

４ 共創空間
地域や社会の方が学校に来訪し、一緒に考え、何かを創造する地域連携協働室等

◯長期的な視点による施設整備計画

維持管理 維持管理の容易さ、将来的に発生する修繕費用等の低減

自然エネルギーの活用 自然を利用するパッシブソーラーと機械設備による制御

可変性の高さ 日常的なものから長期的な期間まで、タイムスパンに応じた可変性

持続可能な社会、SDGｓ 持続可能な社会の実現に向けて、学校を通してのSDGｓ

画一的な教室が並ぶ 移動だけの廊下

「プロポーザル方式」等、優れたアイディアや高いデザイン力を活用する

多様な個性を持つ地域の特色等を生かした地域に親しまれる学校づくり

整備後の学校運営、デザインされた学校を使いこなす仕組みづくり

コンセプトを実現する「ヒト（教職員）」の重要性、設計意図を施設管理者に伝える

◯整備の手法

「ＰＰＰ ・ ＰＦＩ」 施設整備、維持管理及び運営における民間活力等の活用

「ＰＦＩ以外の民間活力」等の検討

少子化が進む中、地域施設として共同利用、民間資金・ノウハウ活用を検討

◯空間を補助する要素

屋外とのつながり
テラス・バルコニー等の外部空間により、多様な学びや気付き、自然への探求を生む

家具の役割
使われる家具も一体的に設計・整備。空間での活動を左右する重要な要素

◯新型コロナウイルスとこれからの学校

「感染症対策」 学習空間のゆとり、空間の可変性、換気・通風の重要性

「リアルとバーチャル、双方のバランス」、「かけがえのない学校」

固定化されたものから自由で柔軟なかたちへ。「学校」でこその学びや経験

空間のデザイン（どのような考えに基づき、どのような空間をつくるのか）

◯空間の配置

多用途に使える空間

いくつかの用途が重なる空間の「重ね使い」による、多様な学びへの柔軟な使い方。

空間を有機的につなげる 「ハブ」の重要性

空間を結び付けることで、教科の枠を超えた融合的な学びを実現。多様な授業形態へ

⑥共創空間：地域連携協働室

④生活空間：ラウンジ・ロッカー

①学習空間：図書メディアラーニングセンター

⑤執務空間：大職員室

Nagano School Design 2020

◯質の高い豊かな空間

居心地が良い空間 季節を感じる通風や自然光による快適で居心地が良い空間

音や温熱への配慮 オープンな空間づくりと学習に集中できる環境づくりの両立

断熱性の向上 空調設備を有効に機能させ、外気温の影響を減。省エネにも寄与

ユニバーサルデザイン 地域の様々な方が使う視点⇒生徒教職員にも使いやすい

◯地域と共生する学校

社会的資産 地域施設として求められる機能、地域状況に応じた適正な規模

長野県の多様性 地域で異なる自然環境、文化、風土、歴史等を読み解く

複合化や共有化 地域施設との複合化、学校間での施設の共有化等の検討

防災拠点としての施設 避難場所で利用される可能性も考慮、災害リスクへ備え

整備の⽅法（これからの学校を整備していくための手法や仕組みづくり）

②学習空間：小教室 ③ＦＬＡ（フレキシブルラーニングエリア）

①

②

③

④

⑥

地域連携ゾーンイメージ図

普通教室及び図書メディアラーニングセンターイメージ図

⑤

特別教室及び管理諸室ゾーンイメージ図



１　目的と経過
これからの学びにふさわしい学習空間について検討するとともに、効率的な施設の整備・維持管理⼿法について、建築、財政、官⺠連携、環境、防災、教育等の専門家を招き、外部有識者により検討。新しい学校のすがたを提案。

２　検討内容のまとめ

■空間デザイン　構成する４つの要素

１　学習空間 ２　生活空間 ３　執務空間 ４　共創空間
学習人数・形態の多様化⇒多様な学びに対応する柔軟な空間 学習面に加え、生活面の充実にも重点を置いた施設 職員が一堂に会することのできる大職員室 地域や社会の人との交流や協働⇒現実社会「ソト」を含めた学び

　課題発⾒ 　学習  ⇒ 教職員間での情報共有、危機管理への対応 教科毎の ○地域連携協働室
　調べ学習 　生活 研究室 地域や社会の人が来校し、

　モノ等 準備室 生徒と協働し、共創する
　集団討論 　混在状態 等が点在

○クリエイティブラボ
　発表など 一堂に 「想い」や「考え」を

　ラウンジ 会する 「かたち」にする
　　 　教室サイズ 　　 　談話 　　 教職員等 　　

　多様化 　ロッカー 交流の場 ○ギャラリースペース
地域と交流、情報発信

■空間を補助する要素 ■空間の配置

１　屋外とのつながり ２　家具の役割 １　多用途に使える空間 ２　空間を有機的につなげる「ハブ」の重要性
屋外とのつながりを重視する構成⇒屋外を活かした多様な学び・活動 空間の使⽤目的に応じた適切な家具⇒各々空間の機能をより⾼める 1つの空間にいくつかの⽤途が重なる　空間を「重ね使い」する いたるところで学びが展開できる空間の連続性や相互の連携が必要

空間同士を有機的に結びつけることができる「ハブ」の空間
従来は閉じた屋内空間 従来は備品としての家具 従来は求められる

機能に１対１に対応
柔軟な使い方が可能となる

屋外ならではの 可動式の家具など 日常的な動線において ラーニングセンターをハブとするゾーニング例１
ものづくり、実験や観察 学習や談話が出来る
自然への探究 建具や間仕切り壁等に フレキシブルラーニングエリア

　　 　　 掲示や書き込みができる 　　 　　
リラックスできる快適な環境 ⇒生徒や教職員の想像⼒ 様々な授業形態に対応

を喚起、多様な学びを誘発 できる多⽤途な空間 ラーニングセンターをハブとするゾーニング例２

■質の高い豊かな空間 ■長期的な視点による施設整備計画 ■地域と共生する学校 ■整備の手法
学校での一日を快適に過ごすために、 計画の段階で、維持管理、自然エネルギーの活⽤、フレキシビリティ、 地域の施設として求められる機能　適正な規模 整備⼿法の検討（PPP、PFI等）
⼼地良いと感じられる質の⾼い豊かな空間を生み出す 持続可能性等、これからの時代の変化に柔軟に対応できるよう検討 学校教育法上、教育サービスは⺠間活⼒が利⽤

ア　自然環境、文化、風土、歴史、伝統 出来ないが、市町村⽴施設等との複合化・⺠営化の
季節に応じた イ　社会的な資産としての学校 可能性がある場合、PFI活⽤を積極的に検討する
風や自然光を ウ　地域の拠点化
積極的に取入れ エ　地域施設との複合化 PFIを活⽤する際には、「質」が損なわれない

オ　学校間での施設の共同利⽤ 施設整備の仕組みが重要になる
ア　居⼼地が良い空間 躯体・開口部の ア　維持管理への配慮 カ　地域全体で学校及び公共の施設を活⽤
イ　施設の断熱性の向上 断熱性向上を図る イ　フレキシブルな施設の整備 PFI以外の⺠間活⼒
ウ　空調機能と自然風等の活⽤ ウ　自然エネルギーの活⽤ 防災拠点としての施設 災害に備える 指定管理者制度等により、施設の維持管理を委託
エ　音への配慮 エ　持続可能な施設 ⺠間施設等の既存施設を借受、サービス提供を受ける
オ　ユニバーサルデザイン オ　環境教育への効果（SDGs等） 将来を⾒据えた施設の整備　 財政的な工夫

■改築、大規模改修、長寿命化改修 ■改築、大規模改修の進め方 ■設計コンセプトを活かした学校運営 ■県全体計画との整合性
○改築 ○外部専門家の活⽤ ⻑野県ファシリティマネジメント基本計画
　改築や再編統合などの際は、敷地の選定を慎重に⾏う 　学校や地域の方の⽴場を調整し、新しい学びに対応する施設に 中⻑期修繕・改修計画（個別施設計画）
　校舎の配置、ランニングコストからまちづくりなどにも影響を与える 　熟知した外部の専門家を、構想段階から活⽤する 第3次⻑野県教育振興基本計画
○改修 ○資質を有する設計者の選定
　改修の際は構造的な制約の有無を確認し、機能向上により 　県が求める理想の学校像を実現できる資質を有する設計者の選定 学びの改革　基本構想
　施設全体として最良な教育環境の実現を目指す 　プロポーザル方式やQBS方式等により選定 　　 ⾼校改革　〜夢に挑戦する学び〜　実施方針

３　検討委員会の委員
　赤松 佳珠子（委員長）：学校建築・デザイン、　大竹 弘和：官民連携、　荻原 白：建築、　阪本 真由美：防災、　竹内 昌義：建築・環境、　茅野 英一：財政、　柳澤 要：建築・計画、　内堀 繁利：高校教育、　矢野口 仁／片桐 俊男：特別支援教育　　

県⽴学校学習空間デザイン検討委員会（考え方の整理） ⻑野県 教育政策課・⾼校教育課・特別支援教育課
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Nagano School Design 2020

新たな空間でどのような学びを展開するか、教職員の意識が重要

設計の目的や想いを、設計者が利用者に継続的に伝える仕組み

大学の研究室や教育学の専門家などの協力 各校で実践的な取組

実験・自然探究

環境教育×断熱×創エネルギー等⇒2050年CO2排出量実質ゼロへ

（一律）

空間デザイン等の検討内容を よりイメージしやすくなるよう 模式図で表現



改築・改修のイメージ図 普通教室ゾーン（高等学校編）

①普通教室 ②小教室 ③図書・メディアラーニングセンター ⑥階段教室とフレキシブルホール ⑦ロッカースペース＋ラウンジ

Nagano School Design 2020 長野県 県立学校学習空間デザイン検討委員会 報告書 概要版



改築・改修のイメージ図 特別教室・執務ゾーン（高等学校編）Nagano School Design 2020

④FLA（フレキシブルラーニングエリア）

⑨大職員室

⑩テラス

長野県 県立学校学習空間デザイン検討委員会 報告書 概要版



長野県 県立学校学習空間デザイン検討委員会 報告書 概要版改築・改修のイメージ図 特別教室・地域開放ゾーン（高等学校編）Nagano School Design 2020

⑤特別教室／アクティブラーニングルーム

⑪クリエイティブラボ

⑧地域連携協働室



図書メディアラーニングセンター

1-1

総合相談

支援室

大職員室

フレキシブルラーニングエリア

遊びのひろば 活動のひろば 創作のひろば 地域

トイレ
自立

活動室

自立

活動室
トイレ

トイレ

作業学習室

教室

ワークスペース
個別

学習

重度・

重複学級 2-13-2 3-1

6-16-2 5-15-2 4-14-2

保健室

事務室 昇降口

準
備
室

準
備
室

1-12-13-2 3-1 1-22-2

準
備
室

作業

学習室

1-12-13-2 3-1 1-22-2

小学部（高）

管理棟・ラーニングセンター

フレキシブルラーニングエリア

教室 教室教室 教室 教室

トイレ
自立

活動室ワークスペース
個別

学習

フレキシブルラーニングエリア

トイレ
自立

活動室ワークスペース
個別

学習

フレキシブルラーニングエリア

トイレ
自立

活動室
ワークスペース

フレキシブルラーニングエリア

個別

学習

個別

学習

個別

学習

個別

学習

小学部（低）

中学部 高等部

就労支援スペース

みんなのホール

フレキシブルラーニングエリア

特別

教室

準
備
室

作業

学習室

Nagano School Design 2020 改築・改修のイメージ図 障がいや特性による多様な教育的ニーズに対応する空間（特別支援学校編）
長野県 県立学校学習空間デザイン検討委員会 報告書 概要版

まとまりな
く点在する
作業学習室

外部と
隔別され
た中庭

⾃⽴活動室
から転用

個別学習のため
段ボールで
仕切り

普
通
教
室

増築された教室
トイレ、
エレベーター無

常時介護が必要な児童⽣徒が利用
普通教室から転用し、床に畳を敷いて利用

普通教室の確保の
ため図書館の
スペースが半減

これまでの特別支援学校

・画一的な教室と移動だけの廊下

・児童⽣徒の増加による教室不⾜

・段差や勾配、幅狭な出入口、廊下などのバリア

廊下に設けた
更⾐スペース

小学部・中学・
高校部が
共に学ぶ学校に
音楽室が
１つだけ

◆教室

大小の可動壁により、

フレキシブルに活用できる教室

必要に応じて、

個別学習や小グループ学習での

スペースを構築

これからの特別支援学校

◆個別学習室

個々の児童生徒に

合わせた個別学習や

クールダウンにも使用

◆重度・重複学級専用の教室

衛生面等に配慮し、転んでも痛くない柔らかい床など

安全・安心に学習できる空間

◆自立活動室

一人一人の学習上や生活上の困難

を改善・克服する

学習（自立活動）が可能な空間

・障がいや特性による多様な教育的ニーズに対応する空間を充⾜

（児童・⽣徒に応じた、最適で柔軟な学習集団を編成）

◆ワークスペース

児童生徒が集まり

ダイナミックに、フレキシブル

に活動する空間

廊下と一体化

施設全体イメージ 「明快なゾーニング」 × 「空間同士のつながり」 × 「地域・社会との交流」ユニット展開による 空間の整理・整頓

◇ 小学部・中学部・高等部ごとの

まとまりのある空間をつくり、

部ごとの学びや活動のしやすさを支援

（年齢に応じた学習空間）×（年齢を超えたつながり）

◇ 地域や社会に開かれたインクルーシブな空間

（ひろばを活用した

地域の方との交流や協働活動等）

教室配置

◇ 学びの活動単位によりユニットを構成し、

わかりやすく、活動しやすい空間の実現

ユニットの展開による整然とした教室等の配置

◇ 個別学習や集団学習にも対応できる

フレキシブルな活用が可能な空間

校舎配置

1ユニット（例） （小学部） 興味関心に根差した学習

地域の人々や企業と

の交流スペース

地域の小学校との

交流スペース

地域や社会に

開かれた

インクルーシブ

な空間

◆活動のひろば

児童生徒同士が交流したり、

地域の学校、人々、 企業等と

つながる空間

ＣＨＡＮＧＥ！

教室

ワークスペース 自立活動室

重度・重複学級

個
別
学
習

個
別
学
習

トイレ

フレキシブルラーニングエリア

（中学部） 願いや特性に応じた学習 （高等部） 自立と社会参加に向けた学習

展開

「Big tree for Children and Students」 大きな樹木のように、多様性を包み込み、さまざまな子供たちが育っていくイメージ



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 長野県 ICT教育推進センター （インクルーシブ教育部門）  【案】 

県内で特別な支援を必要とする児童生徒が、個々の力を最大限伸ばし、生涯にわたり社会との関わりを持ち、自分らしく学び・生活できるよう 

次のとおり、ＩＣＴを活用した教育を推進する。 

・ 様々な支援ツールや支援方法を検討・蓄積の上、個別の指導計画にＩＣＴ活用を位置付け、「わかった」、「できた」を実感できる個のニーズに 

応じた ICT教育を推進 

・ 必要な情報を円滑に入手し、自ら判断・決定のうえ、生活ができるよう、情報保障や社会参加の観点を大切にした ICT教育を推進 

〇 長野県 ICT 学び推進協議会 
 
＜主な協議事項＞ 
(1) 1人 1台端末の効果的な活用 
(2) 市町村教育委員会等との情報共有 
(3)  ICTの研修計画 
＜メンバー＞ 
有識者、市町村教育委員会、教職員(小中学)、 
教育事務所指導主事、総合教育センター専門主事、 
関係各課 
＜開催＞ 年間４回 
 

【実施・推進機関】 【検討機関】 

〇 長野県 ICT 教育推進センター 
＜概要＞ 
   有識者の助言を受けながら長野県の ICT教育の端末整備や授業への効果的な活用方法、 
教員研修の充実等を図り、スマートエデュケーションプロジェクトの目標を達成する。 

＜業務内容＞ 
  長野県 ICT学び推進協議会の運営及び ICTに関わる学習指導、教員研修等 
＜職員体制＞ 
  センター長（信大次世代型学び研究開発センター長）  ※ 学びの改革支援課９名 
 
 
 

学びの改革支援課 
学びの改革支援課 

〇     〃     （インクルーシブ教育部門） 
 
＜概要＞ 
特別な支援を必要とする児童生徒（特別支援学校、特別支援学級、通級による指導、通常
学級）に対するＩＣＴ教育を、有識者の助言を受けながら、関係者で連携して推進 

＜業務内容＞ 
・ 児童生徒の特性に応じたＩＣＴ活用による授業等を推進するための調査、各種情報の 
収集・ 共有及び支援策の検討・共有・助言 
・ ＩＣＴ教育を推進するための運営体制や機器等の整備、教職員等への個別支援や研修会
の開催等を通じた人材育成支援 

＜職員体制＞ 
特別支援教育課 
教育事務所指導主事（特別支援教育担当） 
総合教育センター専門主事（特別支援教育担当） 
特別支援学校 ICT活用推進ブロックリーダー４人（東信、北信、中信、南信） 
特別支援学校 ICT活用推進担当１９人（各校１人） 

 
＜具体的な支援内容（例）＞ 
・ 児童生徒一人ひとりのニーズに応じたＩＣＴ教育を推進するため、クラウドやアプリの  
利用、プログラミング教育の推進等 
・ 児童生徒一人ひとりの障がいや疾病、認知特性に起因する学習上・生活上の困難を克服
し、社会とのつながりを大切に生活していくため、入出力支援機器やアクセシビリティー機
能の活用、ＩＣＴを活用した地域との交流等 

 

特別支援教育課 

特別支援教育課 

〇 長野県ＩＣＴインクルーシブ教育推進協議会 
 
＜主な協議事項＞ 
(1) 特別な支援を必要とする児童生徒(特別支援
学校、特別支援学級、通級による指導、通常学
級)に対する ICTの効果的な活用 

(2) 自立と社会参加に向け、すべての子どもの可
能性を伸ばすクラウド等の利用方法 

(3) 障がいの状態や特性及び心身の発達段階に
応じたコンピュータや情報通信ネットワーク等
の情報手段を活用するため必要な環境整備  

＜メンバー＞ 
有識者： 
東原信大特任教授（座長） 

  両川特別支援教育認定協会理事 
  下山信大教授 
村瀬 ITアドバイザー （研修講師） 

 特別支援教育課 
教育事務所指導主事、総合教育センター専門主事 
特別支援学校 ICT活用推進ブロックリーダー代表 

＜開催＞  年間２回 

インクルーシブ教育部門 

○ 長野県ＩＣＴインクルーシブ教育推進部会 
 
 
【小中学校グループ】 
(1) ＩＣＴ利活用に関する取組報告 
※ 特別支援学校の取組も報告（準ずる教育課程） 

(2) 部会構成員に対する研修 
 
＜メンバー＞ 
 有識者 

両川特別支援教育認定協会理事 
下山信大教授 
村瀬 ITアドバイザー（研修講師）  ほか 

特別支援教育課  
教育事務所指導主事、総合教育センター専門主事 
特別支援学校 ICT活用推進ブロックリーダー４人 

 
＜主な対象＞ 
小中学校の教員 
特別支援学校の教員（主として準ずる教育課程） 

 
＜開催＞  年５回程度  （研修 年数回） 

 

【特別支援学校グループ】 
「長野県特別支援学校 ICT活用推進担当者会」 
と合同して次の取組を推進 
 
(1) ＩＣＴ利活用促進に関する取組報告 
(2) 部会の構成員に対する研修 
 
＜メンバー＞ ICT活用推進担当者会と同じ 
 
＜開催＞ 年４回程度 （研修 年数回） 

【特別支援学校にかかわる体制】 
・各特別支援学校の担任に対して、ICT活用推進担当と ICT活用推進ブロックリーダー

が連携して支援 

・「長野県特別支援学校 ICT活用推進担当者会」（主催：特別支援教育課）を開催し、

推進計画の確認・取組の報告等を実施 

 

 

 

 

 

【小・中学校にかかわる体制】 

・ 実践希望者（仮）への教育事務所指導主事と ICTブロックリーダー等の連携した支援   
＜役割＞ 指導主事： 主に学習面   ICTブロックリーダー： 主に機器の利活用 

・ 長野県 ICT インクルーシブ教育推進部会と連携し、取組を推進 

◦長野県特別支援学校ＩＣＴ活用推進担当者会 
＜取組内容＞ 
（１） 各校の ICT利活用に係る推進計画等の共有・意見交換 
(２) 各校の IＣＴ利活用の取組成果の共有・意見交換 
(３) ICT研修の開催 
＜メンバー＞ 
特別支援教育課、 特別支援学校校長会 
特別支援学校 ICT活用推進ブロックリーダー４人 
特別支援学校 ICT活用推進担当１９人（各校１人） 

＜開催＞  
 年間４回（集合）  月１回（オンライン等） 

＜令和４年度 県立特別支援学校１８校の主な取組＞ 
 
〇 情報保障と個のニーズに応じた学習環境の整備 

・ 入出力支援機器やアクセシビリティ機能の活用の充実 

・ デジタル教科書、電子黒板、VR、遠隔コミュニケーションなどの新しい技術の活用 

〇 ICT活用を位置付けた個別の指導計画の作成と活用 

〇 各校のニーズに応じた ICT研修の充実 

〇 円滑な授業運営のための GIGA スクール運営センターや各関係機関との連携 

 

特別支援教育課 



 



～長野県からのお知らせ～

長野県の医療的ケア児等支援の拠点

長野県医療的ケア児等支援センター
を設置しました！

令和３年９月18日に施行された「医療的ケア児及び
その家族に対する支援に関する法律」の趣旨に基づき、
「長野県医療的ケア児等支援センター」を設置し、
市町村や関係機関と協働・連携して、医療的ケア児と
そのご家族のいのち・暮らし・成長と自立を切れ目な
く支えます。

○ 開 設 日 令和4年4月1日(金）
○ 開設場所 長野県健康福祉部障がい者支援課 内
○ 人員体制 センター長（障がい者支援課課長）

副センター長
医療的ケア児等支援スーパーバイザー

(医師・看護師各1名）
○ 業務内容
１） ワンストップ相談窓口の設置

ご本人・ご家族はもちろん、多様な職種・立場の方

からのあらゆるご相談に応じ、解決の途を一緒に探ります
２） 助言、指導、情報提供

県内どこへでも出かけます。助言や指導、新しい

制度や機器の説明、災害対策や医療安全など、
知りたいことがあるとき、困ったときは、ご連絡ください。

３）連携体制の構築
医療、保健、福祉、教育、労働等関係機関の協議の場や

圏域や職域を超えて支援者がつながる場を開催します。
事例に応じて、必要な支援や専門機関におつなぎし、

多様な制度活用や連携の好事例のご紹介をします。
４） 人材育成の推進

初めて医療的ケア児等の支援にあたる方のための基礎研修、

すでに支援している方のスキルアップのための研修を開催します。



ご相談者のお許し
を得て、必要に応
じて関係者と情報
共有し、切れ目な
い支援、より良い
支援につなげます

医療的ケア児等支援センターでは

お問合せ 長野県医療的ケア児等支援センター （長野県健康福祉部障がい者支援課 内）
担当 副センター長 亀井智泉

医療的ケア児等支援スーパーバイザー＜医師/看護師＞
〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2
電 話 026-235-71８５ / Fax 026-234-2369
メール ikea- soudan@pref.nagano.lg.jp

あらゆる相談に応じます

医療的ケア児等
支援センター

ご相談は電話・Fax・メールで承ります

支援人材を育ててつなげます

医療的ケア児等を
支援するために

支援のスキルアップ・
ブラッシュアップに

支える人の支えあいを
つくるために

医療的ケア児等支援人材育
成研修

看護研修
圏域ごと・全県の医療的ケ
ア児等支援連携推進会議

救急シミュレーション研修 定期的な事例検討会開催 看護師・発達支援の連絡会

スーパーバイザーによる訪問指導：ご希望により事業所
や学校等に訪問して指導、助言をします

医療的ケア児等コーディ
ネーター連絡会の定期開催

様々な情報を収集・発信します

実数・実態

好事例

看護技術

情報誌の定期発行 研修会や圏域の
協議の場で

直接訪問して情報提供

成人移行期支援

各種研修をとおして多様な職種の人材育成と、相互理解・連携促進を行います。

災害対策

ご相談

お話を
じっくり
伺います

センターでわかることは、迅速にお答えします

センターではわからないこと
は、より詳しい機関、専門家
の助言を得てお答えします

県庁内連携会議の各担当者、
市町村、保健福祉事務所、

県立こども病院、県医師会、看護協会、
薬剤師会、歯科医師会 等

必要に応じて、スーパーバイザーが直接その場に
出向いてお話を伺い、解決のお手伝いをします

センター内外で協力して
よりよい回答を模索します

新しい福祉機器
医療機器

医療的ケア児等支援センター

新しい制度



 

発達障がい診療人材育成事業（H30～） 

 
保健・疾病対策課 

 

 

１ 現状・課題 

  ○発達障がいに関する医療・支援ニーズ・・・人口の約１割と推計 

  ○発達障がいの診療と助言ができる医師の不足 

→・発達障がいが疑われる者の初診待ちの長期化 

・入園・就学時等に医学的見地からの助言が得られにくい 等 

 

 

２ 事業の目的 

○全県で格差なく発達障がいの診療が受けられるような地域体制の整備 

○二次医療圏（障がい保健福祉圏域）ごとに地域の支援ネットワークを構築 

 

 

３ 事業概要 

  ○信州大学医学部に「子どものこころの発達医学教室」（本田秀夫教授）を開設。 

長野県発達障がい専門医、診療医を育成。 

○二次医療圏（障がい保健福祉圏域）ごとに、保健、医療、福祉、教育、労働等 

の関係者を集めた連携会議を定期的に開催。事例検討等を行い、分野間の連携 

を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜発達障がいの診療を行う医師の分類・役割＞ 

 
                              

＜概要図（役割分担・施策の方向性）＞ 

 

 

 

 

                   

 

分  類 拠  点 役  割 育  成 

長野県 

発達障がい 

指導医 

子どもの心の診療ネ

ットワーク事業拠点

病院 

・信州大学医学部附属病院 

・県立こども病院 

・県立こころの医療センタ

ー駒ヶ根  

・入院治療など困難事例

への総合的対応 

・診療医、専門医への 

スーパービジョン 

・コメディカルへの OJT

や研修会実施による 

人材育成 

 

長野県 

発達障がい 

専門医 

連携病院 

（圏域基幹病院等） 

発達障がいの二次医療 

・困難事例の診療 

・関連機関へのスーパー

ビジョン 

５年で５名程度育成 

長野県 

発達障がい 

診療医 

協力病院 

協力診療所 

発達障がいの一次医療 

・診断とアセスメント 

・診断書等作成 

・療育への助言 

・教育、福祉等との連携 

５年で 30名程度育成

（年５～７名） 

長野県 

発達障がい 

かかりつけ医 

全科病院・診療所 一般的な診療 

・早期発見と紹介 

・様々な医療の提供 

長野県発達障がいか

かりつけ医研修 

（年１回開催。１回

50～80名） 

拠点病院 

連携病院 

協力病院 

協力診療所 

か か り つ け 医 

○指導、助言、応援体制強化 

○人材育成体制強化 

○困難事例への対応強化 

○圏域内の連携強化 

○早期診断、早期支援（療育） 

一次医療 

（市町村） 

○早期発見 

発達障がい専門医 

発達障がい診療医 

三次医療 

（県全域） 

二次医療 

（県内 10圏域） 



長野県発達障がい診療医・専門医圏域別認定状況

診療医・専門医が計１～９人いる地域

【大北圏域】

3人

【木曽圏域】

０人

【北信圏域】

０人

認定者数50人
（令和４年４月1日現在）
うち診療医（◇）3人
専門医（★）47人

【松本圏域】

20人

【飯伊圏域】

２人

【長野圏域】

【上田圏域】

3人

【諏訪圏域】

7人

【上伊那圏域】

９人

うち
★９

うち
★19
◇１

【佐久圏域】

６人

うち
★６

※診療先が複数箇所ある医師についてはそれぞれの圏域に計上しています。
所属がない（または医療機関でない）医師は計上していません。

うち
★3

うち
★7

12人

うち
★12

【診療先】
稲荷山
篠ノ井総合
長野市民 等

【診療先】
佐久総合
浅間総合

【診療先】
信濃医療
諏訪中央

【診療先】
ここ駒
昭和伊南
伊那中央 等

【診療先】
信大
こども病院
松本協立 等

【診療先】
大町総合
あづみ病院

診療医・専門医が計10人以上いる地域

うち
★２
◇１

【診療先】
信州上田
東御市民 等

うち
★１
♢１

【診療先】
飯田市立

5人（人口10万対）

５人（人口10万対）

１人（人口10万対）

２人（人口10万対）

２人（人口10万対）

３人（人口10万対）

４人（人口10万対）

５人（人口10万対）
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障がいのある人もない人も共に生きる長野県づくり条例（概要） 

障がい者支援課 

１ 制定の趣旨 

 障がいを理由とする差別の解消については、障害者差別解消法の施行を契機として、長

野県でも、障がい者差別解消推進員の配置や、県民への啓発活動等に取り組んできたが、

障がいを理由とする生きづらさを感じる当事者の声が多く寄せられていた。 

 このため、県が取り組むべき基本的施策や、障がいを理由とする差別を解消するための

あっせん制度の創設等を内容とする条例を制定することにより、障がいのある人に対する

差別をなくし、相互に人格と個性を尊重し合う社会を目指すための新たな仕組みを作るも

のである。 

 

２ 目的 

障がいのある人の自立及び社会参

加に向けた取組等の推進に関し 

・基本理念を定める。 

・県の責務等を明らかにする。 

・障がいのある人の自立及び社会

参加に向けた取組等に関する施

策の基本となる事項を定める。 

 

障がいのある人の

自立及び社会参加

に向けた取組等に

関する施策を総合

的かつ計画的に推

進する。 

 

全ての県民が、障がい

の有無によって分け隔

てられることなく、相

互に人格と個性を尊重

し合いながら、支え合

い、活かし合う社会の

実現に寄与する。 

 

３ 基本理念 

(1) 全ての県民は、基本的人権を享有する個人として尊重されること。 

(2) 全ての県民は、自らの意思によってあらゆる分野の活動に参加する機会が確保される

こと。 

(3) 全ての県民は、どこで誰とどのように生活するかについて選択する機会が確保される

こと。 

(4) 全ての障がいのある人は、意思疎通及び情報の取得、利用、発信の手段について選択

の機会が確保されること。 

(5) 全ての障がいのある人は、障がいに加え、その他の要因が複合することで特に困難な

状況に置かれる場合においては、状況に応じた配慮がなされること。 

(6) 県外から訪れる障がいのある人に対しても、状況に応じた配慮がなされること。 

(7) 全ての県民は、幼児期から障がい等に対する理解を深める機会の拡大が図られること。 

 

４ 責務及び役割 

区分 内容 

県の責務 ・障がい等に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施する。 

・施策策定に当たり、障がいのある人等の意見を反映させるよう努める。 

・県民、事業者が行う取組への情報提供、助言等の支援を行う。 

・合理的配慮を的確に実施するため、必要な環境の整備に努める。 

市町村等

との連携 

・県は障がい等に関する施策の策定及び実施に当たり、市町村等と連携。 

・県は市町村が実施する施策への情報提供、助言等の支援を行う。 
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県民等の

役割 

・多様な機会を通じ、障がい等に対する理解を深めるよう努める。 

・県、市町村が実施する障がい等に関する施策に協力するよう努める。 

・障がいのある人は必要な支援を可能な範囲で周囲に伝えるよう努める。 

事業者の

役割 

・障がい等に対する理解を深めるとともに、県、市町村が実施する障がい

等に関する施策に協力するよう努める。 

 

５ 障がいを理由とする差別の禁止等 

(1) 何人も、障がいを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をして

はならない。 

(2) 県及び事業者は、その事務又は事業を実施するに当たり、不当な差別的取扱いをして

はならない。やむを得ず、必要な制限を加える場合等は、その理由を説明し、理解を得

るよう努めなければならない。 

(3) 県及び事業者は、その事務又は事業を実施するに当たり、障がいのある人から社会的

障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合、実施に伴う負担が過重でない

ときは、合理的配慮を行わなければならない。負担が過重であることにより実施できな

いときは、その理由を説明し、理解を得るよう努めなければならない。 

 

６ 基本的施策 

(1) 意思疎通等の手段の利用促進等   (2) 医療、介護等の支援 

(3) 学校教育における学びの場の選択等    (4) 就業の機会の確保等 

(5) 住宅の確保等 (6) 権利擁護の推進  (7) スポーツの振興 

(8) 文化芸術活動の振興    (9) 災害への対応 

(10) 選挙等における配慮   (11) 人材育成 

の 11 分野について県の取り組むべき方向を規定。 

 

７ 障がいを理由とする差別を解消するための体制 

(1) 県は、障がいを理由とする差別に関する相談に対応する。 

(2) 紛争の解決を図るため、相談者からの申立てに基づく事実の調査、第三者機関（長野

県共生社会づくり調整委員会）によるあっせん、勧告及び公表に関する規定を定める。 

                     ＜長野県共生社会づくり調整委員会＞ 

 

 

 

 

【相談者に対する対応内容】 

・助言、情報の提供 

・関係者間の調整 

・関係行政機関への通告等 

 

 

８ 施行期日 

 令和４年４月１日（５の(2)及び(3)（事業者に係る部分に限る。）並びに７の(2)につい

ては、同年 10 月１日） 

相談者 
【相談窓口】 
県相談員 

 あっせんの申し立て 

相談者 

知事（相談員による調査） 

 あっせんの付託 

長野県共生社会づくり調整委員会 

 
あっせんに従わない場合➡知事による勧告 

勧告に従わない場合➡知事による公表 

 

あっせん 

相
談
に
よ
っ
て
も 

解
決
に
至
ら
な
い
場
合 



学校における働き方改革推進のための方策 
 

令和３年２月１日策定 

長野県教育委員会 
 

 長野県教育委員会では、平成 29 年 11 月に「学校における働き方改革推進のための基本方針」を策

定し、義務教育諸学校において「すべての教室で、質の高い授業を実現するために、学校と教員が担う

べき業務を明確にし、分業化、協業化、効率化を進め、長時間勤務という働き方を改善します」という

目標を掲げ、市町村教育委員会や県ＰＴＡ連合会等との連携を図りながら、取組を推進してきました。 

 一方、文部科学省が令和２年１月に「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服

務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」を

定めたことを受けて、県教育委員会は、令和２年６月に「義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例

に関する条例」の一部を改正し、「県立学校の教育職員の業務量の管理等に関する規則」において在校等

時間の上限を定めるとともに、市町村教育委員会に業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉

の確保を図ることについて通知し、義務教育諸学校においても業務量の管理に関する取組が始まりまし

た。 

そこで、これまでの取組の成果を踏まえた上で、新たに小・中・義務教育学校、高等学校、特別支援

学校における働き方改革推進のための方策を示し、様々な取組を推進していきます。 

 
 

 
 

○長野県の教職員一人ひとりが心身の健康を保ちながら、生き生きとやりがいを感じて豊かな教職生

活を送ることができ、学校内外での学びや自己研鑽、豊かな生活経験を通じて、教職員としての専

門性や創造性を高め、子どもたちへの質の高い教育を実現していきます。 

○すべての教職員の在校等時間を客観的な方法により年間を通して把握し、時間外在校等時間の縮減

（原則年360時間以内及び月45時間以内）のための取組を推進していきます。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①学校・家庭・地域等が役割分担や連携をしながら学校業務の協業化・分業化の体制を構築してい

くために、信州型コミュニティスクールの仕組み等の効果的活用を促進します。 

②学校業務の処理の効率化・合理化・システム化を図っていくために、県共通仕様の統合型校務支

援システムの導入により教職員の業務量が縮減した好事例の周知・広報活動、サポート体制の充

実等を通じて全県導入を推進します。 

③保護者の利便性の向上や教職員の業務負担の軽減を図っていくために、学校徴収金（給食費や学

年費等）の会計業務の負担を軽減している好事例の周知・広報活動を行います。 

④校内外の会議や研修会等の移動・開催時間の短縮・効率化を図っていくために、オンラインツー

ルの効果的活用を促進します。 

⑤学校を取り巻く様々な問題等に対して専門的な観点に基づく支援や対応を図っていくために、専

門スタッフ（スクール・カウンセラー、スクール・ソーシャル・ワーカー、スクール・ロイヤー、

教育コーディネーター、部活動指導員、スクール・サポート・スタッフ等）の拡充・連携を促進し

ます。 

⑥行事等の精選や日常業務の見直しを促すとともに、好事例の周知・広報活動を通じて効果的な取

組を全県に広げていきます。 

⑦学校以外が担うことが適切と判断される学校業務（登下校に関する対応、放課後から夜間などに

おける見回り、児童生徒が補導された時の対応、学校徴収金の徴収・管理、地域ボランティアとの

連絡調整等）について、学校・家庭・地域等の役割分担の見直しや関係の再構築（外部委託を含

む）の検討を促進します。 

⑧教科指導の高度化や学校のＩＣＴ環境の整備を推進するために、「１人１台端末」の効果的な活用

について研究を進め、その研究成果を全県に周知します。 

（１）学校業務の協業化・分業化・外部化・システム化による業務の削減 

１ 目 的 

２ 方 策 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＊仕事に誇りを持ち、仕事にエネルギーを注ぎ、仕事から活力を得て活き活きしている状態 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）ワーク・エンゲイジメント＊の高い職場づくりとワーク・ライフ・バランスの実現 

①子どもの健やかな成長を願い、学校生活・家庭生活のバランスを図っていくために、「長野県中学

生期のスポーツ活動指針」や「長野県中学校の文化部活動方針」の基準に沿った課外活動や部活

動等の運営の徹底を促進するとともに、児童生徒・保護者・地域への理解を促す周知・広報活動を

行います。 

②教職員の健康管理に配慮した働き方を推進していくために、学校における労働安全衛生管理（産

業医や衛生管理者等の選任、定期健康診断の実施、長時間勤務者の学校医や産業医との面談、ス

トレスチェックの実施と衛生委員会の効果的運用等）を適切に行う体制を整備するなど、メンタ

ルヘルス対策の充実を図ります。 

③教職員が健康で生き生きとやりがいを感じながら豊かな教職生活を送っていくことができるよう

に、必要な調査の実施、好事例の周知・広報活動等により、ワーク・エンゲイジメントの高い職場

づくりを進めます。 

④働きやすい職場環境を整備していくために、在宅勤務や時差勤務、１年単位の変形労働時間制等、

学校関係者の多様な働き方について、国・他自治体の状況を踏まえながら研究を進めます。 

⑤教職員としての専門性を高めながら、将来のキャリアを展望していくことができるように、関係

機関等と連携・協働しながらキャリアステージに応じた研修等を実施する等、学び続ける教職員

を支援します。 

（２）家庭・地域・関係機関・企業等との連携・協働体制の構築 

①学校単位での働き方改革を推進していくために、重点的に業務改善に取り組む期間や自校の取組

の成果や課題を振り返る期間を設けるとともに、好事例の周知・広報活動を通じて、効果的な取

組を全県に広げていきます。 

②学校・保護者・地域間の迅速な情報共有を実現していくために、連絡手段のデジタル化（学校が保

護者に求める押印の見直し、児童生徒や保護者対象のアンケートや欠席・遅刻連絡のオンライン

化、学校から保護者あての通知のデジタル配信等）を推進します。 

③学校事務職員がより主体的・創造的に学校経営へ参画していくために、事務職員の資質・能力や

意欲を高める体系的な研修制度を整備するとともに、教育事務に関わる教育委員会と学校の連携・

協働体制を構築します。 

④学校における働き方改革に関する理解を深めていくために、家庭・地域・関係機関・企業等に対す

る広報活動や研修会等を行います。 

⑤地域におけるスポーツ・文化環境を整備していくために、競技団体や文化活動団体、総合型地域

スポーツクラブ、スポーツ少年団等が連携しながら、年齢や学校区の枠を超えて練習等を行うこ

とができる活動拠点を構築し、好事例の周知・広報活動を通じて効果的な取組を全県に広げてい

きます。 

⑥職場体験・社会科見学等の受入れ、課外活動や部活動等の学校教育活動に対する支援・指導、ＰＴ

Ａ活動への参加等を促進していくために、学校支援の認証制度や学校応援企業の登録等の条件整

備を行います。 















高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）の概要

道路/路外駐車場
（旅客特定車両停留施設を追加）旅客施設及び車両等

都市公園

建築物

（公立小中学校
を追加）

・ 市町村が作成するマスタープランや基本構想に基づき、地域
における重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進

・ 基本構想には、ハード整備に関する各特定事業及び「心のバ
リアフリー」に関する教育啓発特定事業を位置づけることで、
関係者による事業の実施を促進（マスタープランには具体の
事業について位置づけることは不要）

・ 定期的な評価・見直しの努力義務

 ハード面の移動等円滑化基準の適合については、新設等は義務、
既存は努力義務

 新設等・既存にかかわらず、基本方針において各施設の整備目標
を設定し、整備推進

 各施設設置管理者に対し、情報提供、優先席・車椅子用駐車施設
等の適正利用推進のための広報・啓発活動の努力義務

 公共交通事業者等に対し、以下の事項を義務・努力義務化
・旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関するソフト基準
の遵守（新設等は義務、既存は努力義務）
・他の公共交通事業者等からの協議への応諾義務
・旅客支援、職員に対する教育訓練の努力義務
・ハード・ソフト取組計画の作成・取組状況の報告・公表義務
（一定規模以上の公共交通事業者等）

３．公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進 ４．地域における重点的・一体的なバリアフリー化の推進

１．国が定める基本方針

○移動等円滑化の意義及び目標 ○施設設置管理者が講ずべき措置 ○移動等円滑化促進方針（マスタープラン）の指針
○基本構想の指針 ○国民の理解の増進及び協力の確保に関する事項
○情報提供に関する事項 ○その他移動等円滑化の促進に関する事項

【バリアフリー基準適合義務の対象施設】

・高齢者、障害者等の関係者で構成する会議を設置し、定期的に、移動等円滑化の進展の状況を把握・評価（移動等円滑化評価会議）

５．当事者による評価
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市の中心部

旅客施設を中心とした
生活拠点

【マスタープラン及び基本構想のイメージ】

： 移動等円滑化促進地区

移動等円滑化促進地区
かつ重点整備地区：

： 生活関連施設

： 生活関連経路

２．国、地方公共団体、施設設置管理者、国民の責務

※令和２年法改正の内容について、赤字は令和２年６月19日施行
青字は令和３年４月１日施行



 

 

 

基本理念・計画構成について 

１.  基本理念について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料２ 

《主なご意⾒》 
・「探究」を基本理念に位置付けることで、現場も「探究」の学びをさらに進めやすくなるのでは。 
・学習者目線の基本理念が重要。県⺠がイメージを共有できるものに。 
・10 年先⻑野県の⼦どもはこうなってほしいという「⼦どもの姿」を表現したら。 
・「⼦どもの姿」を示すと、同じ姿を強いることになってしまわないか。 

「探究」「探究⼒」とは… 
・小さい子どもがいつまでも飽きずに遊ぶように、自分の好きなこと、楽しいと思うことに、徹底的 

に浸り、追求すること 

・自ら問いを見出し、その解決を目指して、仲間と協働しながら新たな価値を創造する学び 

・広範で複雑な事象を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会・実生活の課題を自ら探し、自己の在り 

方、生き方を問い続けること 

・自ら学びを調整し、試行錯誤しながら、自ら課題を設定し課題に立ち向かう力 

・実践を通じて問題解決能力を身につけ、創造的な思考、批判的な思索により情報を取捨選択する力 
 

「well-being」とは… 
・一人ひとりの多様な幸せ 

・一人ひとりが心身の潜在能力を発揮し、人生の意義を感じ、周囲の人との関係の中で生き生きと 

活動している状態 

・幸福の実感（自らが幸福を実感できる人生、全ての人が幸福を実感できる社会） 

○ 例えば… 

⻑野県教育振興基本計画 基本理念 
（出る杭を育む信州教育～個性を伸ばし、「楽しい」をとことん追求～） 

（一人ひとりが、長野県、日本、世界、地球の未来を創るチェンジメーカー） 

（幸福・笑顔・夢・希望が満ち溢れている「探究県」長野の学び） 

・・・・・・・・ 

 

〜 目的・目指す未来 〜 
「個人と社会の well-being の実現」「多様な個人の幸福やよりよい社会の実現」 

【重点目標】 
 ・一人ひとりが自分にとっての「well-being」を実現できる学校をつくる 
  校長が自由に外部人材登用、ｶﾘｷｭﾗﾑ編成するためには… 社会変化に先行する資質を持つ教員を育成するには…  
  ・一人の⼦どもも取り残されない「多様性を包み込む」学びの環境をつくる 

  一人ひとりの認知特性を把握し、個々に応じた学びの環境を提供するには… 福祉分野との連携を深めるには…  
  ・生涯にわたり大人と⼦どもが学び合える地域の拠点をつくる 
   新たな地域連携のカタチとは… 地域拠点たる多様な教職員集団を形成するには… 

そのために⾝につけてほしい資質能⼒「探究⼒」 

【個人】一人ひとりの存在やいのち、人権や個性が当たり前に尊重され、自分らしく自分が 

生きたいように生きること 

【社会】一人ひとりが当事者意識をもち、身に付けた知識や技術を最大限活用し、自ら考え、 

       他者と協働しながら、社会を創り上げていくこと 



 
２．計画構成について 

 

第２次（H25～H29）  第３次（H30～R4） 

第１編 計画策定の基本的な考え方 
第１ 策定趣旨  第２ 計画の性格 第３ 計画の期間 

第１編 計画策定の基本的な考え方 
第１ 策定趣旨 第２ 計画の性格 第３ 計画の期間 

第２編 長野県の教育をめぐる情勢 
第１ 時代の潮流と教育の課題 第２ 長野県教育のポテンシャル 

第２編 長野県の教育をめぐる情勢 
第１ 時代の潮流と教育の課題 第２ 長野県教育のポテンシャル 

 第３編 長野県教育のこれまでの取組 
第１ 第２次教育振興基本計画の検証 

第２ 今後の取組の方向性 

第３編 長期的な教育振興の方向 
第１ 基本理念 

「一人ひとりの学びが生きる教育立県“信州”の創造」 

第２ 私たちがめざす「未来の信州教育」の姿 

１ 人間力を養う教育 

２ 楽しく安全・安心な学び舎 

３ 自然の中でたくましく成長 

４ 個性を輝かせる子どもたち 

５ 常に学び自ら活かす社会 

６ 人生を彩る感動との出会い 

第４編 長期的な教育振興の方向 
第１ 基本理念 

「学び」の力で未来を拓き、夢を実現する人づくり 

第２ 基本目標 

① 生きる力と創造性を育む信州ならではの「学び」を実践します 

② 社会全体で、すべての子どもたちが、良質で多様な学びの機会 

を享受できるようにします 

③ 誰もが、生涯、学び合い、学び続け、自らの人生と自分たちの 
社会を創造できる環境をつくります 

第４編 基本計画（今後５年間の施策） 
第１ 基本目標 

Ⅰ 知・徳・体が調和し、社会的に自立した人間の育成 

Ⅱ 多様性を認め、共に生きる社会の実現 

Ⅲ 社会全体で共に育み共に学ぶ教育の推進 

第２「重点的な施策と信州教育スタンダード」 

・維持したい教育の伝統 ・充実したい教育活動 

・実現したい教育目標 

第３ 長野県総合５か年計画の主要プロジェクト 

第４ 施策の展開 

・施策体系図 ・現状と課題 ・第 1次計画の成果と課題 

・達成目標  ・主な施策の展開 

１ 未来を切り拓く学力の育成 

２ 信州に根ざし世界に通じる人材の育成 

３ 豊かな心と健やかな身体の育成 

４ 安全・安心・信頼の学校づくり 

５ すべての子どもの学びを保障する支援 

６ 学びの成果が生きる生涯学習の振興 

７ 潤いと感動をもたらす文化とスポーツの振興 

第５編 基本計画（今後５年間の施策） 
第１ 重点的な政策 

１ 信州に根差し世界に通じる人材の育成 

２ すべての子どもたちが良質で多様な学びを享受 

３ 共に学び合い、共に価値を創る」学びの環境づくり 

４ 心豊かな暮らしを実現する文化芸術の振興 

５ 豊かな暮らしと地域に活力を与えるスポーツの振興 

第２ 施策の展開 

・施策体系図 ・現状と課題 ・目指す成果 ・成果指標 

・主な施策の展開 

１ 未来を切り拓く学力の育成 

 ２ 信州を支える人材の育成 

 ３ 豊かな心と健やかな身体の育成 

 ４ 地域との連携・協働による安全・安心・信頼の環境づくり 

 ５ すべての子どもの学びを保障する支援 

 ６ 学びの成果が生きる生涯学習の振興 

 ７ 潤いと感動をもたらす文化とスポーツの振興 

第５編 計画を推進するための基本姿勢 
・行財政改革の推進・役割分担と協働連携・点検評価 

・計画の見直し 

第６編 計画を推進するための基本姿勢 
・効果効率的な行政経営の推進・役割分担と協働連携・点検評価 

・計画の見直し 
 

県内小６児童 全国上位1/4に含まれる割合（算数）

県内小６児童 全国下位1/4に含まれる割合（算数）

県内中３生徒 全国上位1/4に含まれる割合（数学）

県内中３生徒 全国下位1/4に含まれる割合（数学）

「授業(国語,算数,数学)がよく分かる」と答える児童生徒(小６中３)割合

「将来の夢や目標をもっている」と答える児童生徒(小６中３)割合

「今住んでいる地域の行事に参加している」と答える児童(小６)割合

「今住んでいる地域の行事に参加している」と答える生徒(中３)割合

「自分にはよいところがあると思う」と答える児童生徒(小６中３)割合

朝食を欠食する児童生徒の割合

英語コミュニケーション能力水準 英語検定３級レベル(中学生)

英語コミュニケーション能力水準 英語検定準２級レベル(高校生)

県内の大学収容力

女性教員の管理職登用状況(公立小中学校の女性校長・教頭の割合)

女性教員の管理職登用状況(公立高等学校の女性校長・教頭の割合)

新たに不登校となった児童生徒在籍比

運動やスポーツをすることが好きな子ども（中学生女子）の割合

体育授業以外１週間の運動実施時間60分未満の中学生女子割合

海外への留学者率（高校生）

幼保小合同研修会の実施率

「学校へ行くのが楽しい」と答える児童生徒の割合

「子どもは喜んで学校に行っている」と答える保護者の割合

1ヵ月1人当たりの平均時間外勤務時間が45時間以下の公立小中学校割合

子どもたちが利用する学校等の耐震化率

特別支援学校高等部卒業生の就労率

副次的な学籍を導入している市町村の割合

子ども若者支援地域協議会支援者のうち支援が完了又は継続している者の割合

放課後子ども総合プラン(児童クラブ・子ども教室)登録児童数

ＳＯＳの出し方に関する教育を実施する公立中学校の割合

私立高等学校の募集定員に対する充足率

市町村公民館における学級・講座数（人口千人当たり）

県内公共図書館調査相談件数

他団体との共催事業を実施する市町村公民館の割合

県立文化会館ホール利用率

文化芸術活動に参加した人の割合

国・県指定等文化財の件数（累計）

県立歴史館の県内小学校による利用率

地域スポーツクラブに登録している会員の割合

障がいのある人が参加するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを行っている総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ割合

国民体育大会男女総合（天皇杯）順位

運動・スポーツ実施率

スポーツ観戦率

スポーツボランティア参加率

全国学力・学習状況調査(文科省)

文科省調査

全国体力・運動能力運動習慣等調査(スポーツ庁)

長野県調査

第３次計画 成果指標一覧 



 
○ 例えば… 

  

総合計画 

基本方向２ 24「教育の充実」 

（１） 学力の向上 

  ・現状課題 ・施策の方向 ・数値目標 

（２） 豊かな心の育成 

・現状課題 ・施策の方向 ・数値目標 

（３） 個性や能力を伸ばす教育の推進 

  ・現状課題 ・施策の方向 ・数値目標 

（４） 教育環境づくり 

・現状課題 ・施策の方向 ・数値目標 

 

【毎年「教育施策実施プラン」を作成】 

 （１）～（４）ごとに具体的な取組を記載 

 
 

  

第４次（R5～R9） 

第１編 計画策定の基本的な考え方 

第１ 策定趣旨 第２ 計画の性格 第３ 計画の期間 

第２編 長野県の教育をめぐる情勢 

第１ 時代の潮流と教育の課題 

第２ 長野県教育のポテンシャル・長野ならではの教育 

第３編 これまでの取組・現状と課題 

第４編 目指すべき長野県教育の姿 

第１ 目指す姿・基本理念 

○○○○（「個人と社会の well-being」の実現） 

◇◇◇◇（「探究」「探究力」） 

第２ 基本目標 

 ・・・・ 

第５編 施策の目指すべき方向性 

・施策方向性「・・・・・・をつくる」 

・施策方向性「・・・・・・を育成する」 

・・・・・ 

 

 ・点検評価について 

  指標の考え方、指標一覧 

 

【毎年「教育施策実施プラン」を作成】 

 ・計画第５編の施策ごとに具体的な取組を記載 

 ・前年施策の振り返り・見直し（場合によっては指標の 

見直しも検討） 
 

第４次（R5～R9） 

第１編 計画策定の基本的な考え方 

第１ 策定趣旨 第２ 計画の性格 第３ 計画の期間 

第２編 長野県の教育をめぐる情勢 

第１ 時代の潮流と教育の課題  

第２ 長野県教育のポテンシャル・長野ならではの教育 

第３編 これまでの取組・現状と課題 

第４編 目指すべき長野県教育の姿 

第１ 目指す姿・基本理念 

○○○○（「個人と社会の well-being」の実現） 

◇◇◇◇（「探究」「探究力」） 

第２ 基本目標 

 ・・・・ 

第５編 探究の学び 

・「探究の学び」を実現する教育内容・方法への施策 

・「探究の学び」に取り組む児童生徒の施策 

・「探究の学び」を指導支援する教職員への施策 

・「探究の学び」を実現する教育環境への施策 

・「探究の学び」を支援する地域等への施策 

・「探究の学び」をつなげ、広げる各種施策 

第５編 基本計画（今後５年間の施策） 

第１ 重点的横断的なプロジェクト 

 ・・・・・・・・ 

第２ 施策の展開 

・施策体系図  

・現状と課題 

・目指す成果 

・成果指標 

・主な施策の展開 

 

第６編 計画を推進するための基本姿勢 
・効果効率的な行政経営の推進・役割分担と協働連携 

・点検評価・計画の見直し 
 

※県の総合計画の「教育」部分を、 

教育振興基本計画とする 

※「探究」の学びを実現するための施策を 

まとめた編を設ける。 

※施策は、柱立てや方向性を文章で表記するまでとし、 

 具体的な取組は、毎年「実施プラン」としてまとめる。  


